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議第１号 

　　　阿南市議会会議規則の一部改正について 

　阿南市議会会議規則第１４条第２項の規定により、上記の議案を提出します。 

　　令和８年３月２６日提出 

 

　阿南市議会議長　幸　坂　孝　則　殿 

 

提出者　議会運営委員長　山　崎　雅　史 

 



阿南市議会会議規則の一部を改正する規則 

阿南市議会会議規則（昭和４２年阿南市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 改正後 改正前

 目次 

第１章　会議 

第１節～第８節　［略］ 

第９節　公聴会及び参考人（第７８条―第８４条） 

第１０節　［略］ 

第２章～第８章　［略］ 

附則　［略］ 

（宿所又は連絡所の届出） 

第３条　議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に 

届け出なければならない。これを変更したときも、また同様 

とする。 

（会議時間） 

第９条　［略］ 

２　議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告すること 

により、会議時間を変更することができる。ただし、出席議 

員２人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に 

諮って決める。 

３　前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であ 

って緊急を要するときその他の特に必要があると認めるとき 

は、会議時間を変更することができる。 

４　［略］ 

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤回） 

第１９条　会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しよう

目次 

第１章　会議 

第１節～第８節　［略］ 

第９節　公聴会、参考人（第７８条―第８４条） 

第１０節　［略］ 

第２章～第８章　［略］ 

附則　［略］ 

（宿所又は連絡所の届出） 

第３条　議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に 

届け出なければならない。これを変更したときもまた同様と 

する。 

（会議時間） 

第９条　［略］ 

２　議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更する 

ことができる。ただし、出席議員２人以上から異議があると 

きは、討論を用いないで会議に諮って決める。 

 

 

 

 

３　［略］ 

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤回） 

第１９条　会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しよう



 とするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとす 

るときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議 

の議題となる前においては、議長の許可を得なければならな 

い。 

２　議員が提出した事件及び動議につき前項の許可を求めよう 

とするときは、提出者から請求しなければならない。 

３　委員会が提出した議案につき第１項の許可を求めようとす 

るときは、委員会の許可を得て委員長から請求しなければな 

らない。 

（延会の場合の議事日程） 

第２３条　議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかっ 

たとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更 

にその日程を定めなければならない。 

（投票） 

第２９条　議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。 

 

（委員会の審査又は調査期限） 

第４４条　［略］ 

２　前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、 

その事件は、第３８条の規定にかかわらず、議会において審 

議することができる。 

（委員会の中間報告） 

第４５条　［略］ 

２　委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要 

があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をする 

ことができる。 

（公述人の決定） 

第８０条　公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び

とするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとす 

るときは、議会の承認を要する。 

 

 

２　議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めよう 

とするときは、提出者から請求しなければならない。 

３　委員会が提出した議案につき第１項の承認を求めようとす 

るときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければな 

らない。 

（延会の場合の議事日程） 

第２３条　議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかっ 

たとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更に 

その日程を定めなければならない。 

（投票） 

第２９条　議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付け 

の投票箱に投入する。 

（委員会の審査又は調査期限） 

第４４条　［略］ 

２　前項の期限までに審査を終わらなかったときは、その事件 

は、第３８条の規定にかかわらず、会議において審議するこ 

とができる。 

（委員会の中間報告） 

第４５条　［略］ 

２　委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要 

があると認めるときは、中間報告をすることができる。 

 

（公述人の決定） 

第８０条　公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び



 学識経験者等（以下「公述人」という。）は、前条の規定に 

よりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会に 

おいて定め、議長から本人にその旨を通知する。 

２　［略］ 

（動議の撤回） 

第１００条　提出者が会議の議題となった動議を撤回しようと 

するときは、委員会の許可を得なければならない。ただし、 

会議の議題となる前においては、委員長の許可を得なければ 

ならない。 

（委員外議員の発言） 

第１１７条　委員会は、審査又は調査中の事件について、必要 

があると認めるときは、委員でない議員（以下この条におい 

て「委員外議員」という。）に対し、その出席を求めて説明 

又は意見を聴くことができる。 

２　委員会は、委員外議員から発言の申出があったときは、そ 

の許否を決める。 

（答弁書の配布） 

第１２５条　市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答 

弁し難い場合において答弁書を提出したときは、委員長は、 

その写しを委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、 

朗読をもって配布に代えることができる。 

（請願書の記載事項等） 

第１３９条　［略］ 

２～４　［略］ 

５　請願者が請願書（会議の議題となったものを除く。）を撤 

回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 

６　議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題 

となった後においては議会の許可を得なければならない。た 

学識経験者等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文 

書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め 

、議長から本人にその旨を通知する。 

２　［略］ 

（動議の撤回） 

第１００条　提出者が会議の議題となった動議を撤回しようと 

するときは、委員会の承認を要する。 

 

 

（委員外議員の発言） 

第１１７条　委員会は、審査又は調査中の事件について、必要 

があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を 

求めて説明又は意見を聴くことができる。 

 

２　委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは 

、その許否を決める。 

（答弁書の朗読） 

第１２５条　市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答 

弁し難い場合において答弁書を提出したときは、委員長は、 

職員をして朗読させる。 

 

（請願書の記載事項等） 

第１３９条　［略］ 

２～４　［略］ 

５　請願者が請願書（会議の議題となったものを除く。）を撤 

回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。 

 

 



 だし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なけ 

ればならない。 

（請願文書表の作成及び配布） 

第１４０条　議長は、請願文書表を作成し、議員に配布（請願 

文書表が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては 

、電磁的方法による提供を含む。次条において同じ。）する。

２・３　［略］ 

（請願の委員会付託） 

第１４１条　議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所 

管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常 

任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託する 

ことができる。 

２　委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 

 

 

３　請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以 

　上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付 

　託する。 

（請願の審査報告） 

第１４３条　委員会は、請願について審査の結果を次の区分に 

より議長に報告しなければならない。 

⑴・⑵　［略］ 

２　委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に 

意見を付けることができる。 

３　［略］ 

（請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求） 

第１４４条　議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関 

係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その

 

 

（請願文書表の作成及び配布） 

第１４０条　議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。 

 

 

２・３　［略］ 

（請願の委員会付託） 

第１４１条　議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所 

管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議 

長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要が 

ないと認めるときは、この限りでない。 

２　前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認める

ときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員 

　会に付託することができる。 

３　請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以 

　上の請願が提出されたものとみなす。 

　 

（請願の審査報告） 

第１４３条　委員会は、請願について審査の結果を次の区分に 

　より意見を付け、議長に報告しなければならない。 

⑴・⑵　［略］ 

 

 

２　［略］ 

（請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求） 

第１４４条　議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関 

係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その



附　則 

 処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものにつ 

いては、これを請求しなければならない。 

（陳情書の処理） 

第１４５条　議長は、陳情書又はこれに類するもので議長が必 

要があると認めるものは、請願書の例により処理するものと 

する。 

（携帯品） 

第１５２条　議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、コー 

ト、マフラー、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。 

ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認め 

られる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては 

、この限りでない。 

　（資料等の配布許可） 

第１５７条　議場又は委員会の会議室において、資料等を配布 

（資料等が電磁的記録をもって作成されている場合にあって 

　は、電磁的方法による提供を含む。）するときは、議長又は 

委員長の許可を得なければならない。 

（懲罰動議の審査） 

第１６１条　懲罰については、議会は、第３７条第３項の規定 

にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができ 

ない。

処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものにつ 

いてはこれを請求しなければならない。 

（陳情書の処理） 

第１４５条　議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内 

容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するもの 

とする。 

（携帯品） 

第１５２条　議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外と 

う、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない 

。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た者は、 

この限りでない。 

　 

（資料等印刷物の配布許可） 

第１５７条　議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙 

、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可

を得なければならない。 

 

（懲罰動議の審査） 

第１６１条　懲罰については、議会は、第３７条第３項の規定 

にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはでき 

ない。

 （代理弁明） 

第１６１条の２　議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯 

の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議 

会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって 

弁明させることができる。



この規則は、公布の日から施行する。



議第２号 

第１５号議案　令和７年度阿南市一般会計補正予算（第７号）に対する修正案について 

上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第１１５条の３及び阿南市議会会議規則第１７条の規定により提出します。 

令和８年３月２６日提出 

 

　阿南市議会議長　幸坂　孝則　殿 

 

提出者　阿南市議会議員　　広浦　雅俊 

　　　　〃　　　　　水谷あゆみ 

　　　　〃          喜多　啓吉 

 

 

 

提案理由 

 

今回の補正予算では、市税及び地方交付税の増額により一般財源が改善し、その結果として基金繰入金も大幅に圧縮

されている。このような財源状況を踏まえると、後年度負担を伴う調整債を追加的に計上する必要性は乏しいと考え

る。調整債は制度上認められたものであるとしても、将来の元利償還負担を生じさせるものであり、一般財源の改善

が認められる場合には、その発行は可能な限り抑制すべきである。したがって、本修正案は、財政の健全性及び将来

負担の軽減を図る観点から、調整債１憶 5,170 万円の起債を見送るため提出するものである。











議第３号 

第１９号議案　令和８年度阿南市一般会計予算に対する附帯決議（案）　 

阿南市議会会議規則第１４条第１項の規定により、上記の議案を提出します。 

令和８年３月２６日提出 

 

　阿南市議会議長　幸坂　孝則　殿 

 

提出者　阿南市議会議員　　水谷あゆみ 

　　　　〃　　　　　広浦　雅俊 

　　　　〃          住友　利広 

　　　　〃          星加　美保 

　　　　〃          喜多　啓吉 

　　　　〃          西川　達也 

 

 

 

提案理由 

 

阿南中央図書館（仮称）の整備とそれに伴う「図書のまち阿南」構想の推進について市の方針と市民の思い・考えに大き

な乖離が生じている。市民に寄り添った事業執行と未来から感謝される政策展開を求め、この議案を提出する。
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